
長崎市 地域包括ケアシステム推進室

地域共生社会の実現に向けた取組報告

令和元年11月1日(金）
「地域共生社会の実現に向けた自治体等研修」

～多機関型包括的支援体制構築モデル事業～



概 要 現在
（H31.4月末）

2025年
（推計値）

総人口 418,891人 394,508人

高齢者数 132,860人 137,569人

高齢化率 31.7% 34.9%
要支援・要介護認定

者数
（1号被保険者）

29,589人 37,734人

認 定 率
（1号被保険者） 22.3% 27.4%

長崎市の概要

市域面積は東西約42km、南北約46kmにおよび
406.47kmに達する。また、市域のほとんどが山に囲
まれており平地が少ない。

地域包括支援センターは20箇所設置。認知症地域支援推進員を全包括1名ずつ配置。

◆原爆被爆者の高齢化（平均年齢：82.35歳） H31.3末
◆軽度の認定者が多い

その他特徴
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福祉部

福祉総務課 高齢者すこや
か支援課 障害福祉課 介護保険課 地域包括ケアシ

ステム推進室
福祉事務所
(生活福祉）

総合事務所
（中央、東、
南、北）

福祉全般に関
わる総合調整

介護保険の認定
や保険料に関す
ること

障害児・者に
関すること

高齢者の福祉
に関すること

地域包括ケアシス
テム構築に関する
こと

生活保護に
関すること

企画・管理・全市的な課題解決
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専門職員が地域に出向
きます。

保健師や生活保護の
ケースワーカーなどの拠点

長崎市福祉部のしくみ



長崎市第7期介護保険事業計画の基本方針

（１）長崎版地域包括ケアシステムの深化・推進 （２）自立支援・重度化防止に向けた介護予防の推進
（３）終末期における市民意識の啓発・向上と看取り体制の強化 （４）権利擁護の推進
（５）サービスの質の確保・向上

重点項目：長崎版地域包括ケアシステムの深化・推進

医療と介護の連携 自立支援と
重度化防止

生活支援体制整備
(地域の支え合い） 認知症対策 地域共生社会

の構築

◆在宅医療の体制整備

◆施設を含めた在宅等

での看取りの推進

◆多職種連携体制の推

進

◆介護人材の確保

◆介護者（ｹｱﾗｰ）支援

の取組み

◆地域リハビリテー

ションの推進

◆自立支援型の地域

ケア会議への取組み

◆介護予防・日常生

活支援総合事業の実

施

◆生活支援体制づくり

◆一人暮らし高齢者の見

守り支援

◆生きがい就労支援の推

進

◆地域活動を通した地域

の支え合いの醸成

◆認知症への理解を深めるための普及・啓発の推

進

◆認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護

の提供

◆若年性認知症施策の強化

◆認知症の人の介護者への支援

◆認知症など高齢者にやさしい地域づくり

◆認知症予防につながる取組みの推進

◆認知症の人やその家族の視点の重視

◆複合的な課題を

抱える人、家族の

相談のワンストッ

プ窓口の設置







• 少子高齢化や単身世帯の増加、地域のつながりの希薄化などが進み、福祉ニーズも多様化、
複雑化してきている中、高齢、障害、子育て、生活困窮など多分野・多機関に渡る福祉分
野に関連する相談に、ワンストップで対応するための相談窓口(多機関型地域包括支援セン
ター)を設置し、福祉分野に関連する複合的な課題を抱える者へ適切な支援を提供する。

• 本事業は国のモデル事業として実施し、事業運営については地域包括支援センターを運営す
る法人（2箇所）へ委託して実施。

• 平成２８年１０月から実施。

多機関型包括的支援体制構築モデル事業

・単独の相談機関では対応できない
・複合的な課題への分野横断的な対応
・適切な支援が受けられていない

・人口減少・少子高齢化
・単身世帯の増加
・地域のつながりの希薄化
・福祉ニーズの多様化・複雑化
・分野別の相談支援体制

・相談受付の包括化（ワンストップ窓口）
・アウトリーチ（伴走型支援）
・適切なアセスメントと支援のコー
ディネート
・地域ごとの相談支援ネットワーク構築
・地域全体で支える体制づくり

現状 課題 対応





新たな社会資源の創出
地域に不足する資源の検討

「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりの強化のための取組みの推進



相生町１－１７ メゾンド田中202号
長崎市大浦地域包括支援センター内
相談支援包括化推進員

成瀬・立石・山岡

TEL：801-0711 FAX：801-0712

琴海村松町704番地14
長崎市琴海地域包括支援センター内
相談支援包括化推進員

平田・橋口・田中

TEL：801-2765 FAX：801-2766

多機関型地域包括支援センターの位置と地域ケア会議等への参加のエリア分け

北多機関型地域包括支援センター

南多機関型地域包括支援センター

6名で市内
全域を担当
します！

地域包括支援セ
ンターを市内に
20箇所設置



平成30年度の主な取組み
１．個別相談に対する支援
・ワンストップ窓口として相談を受け入れ、複合的な課題を抱えている、制度の狭間にある等の理由により、
包括的な支援を必要とする人（8050、ダブルケア、障害が疑われる者、ゴミ屋敷など）の支援
⇒プランの作成⇒コーディネート（伴走型支援）⇒支援の実施（必要に応じて、他の支援機関への繋ぎ）

・相談支援包括化推進会議（ネットワーク構築機能、地域課題の把握、地域づくりのための資源の開発機
能）の実施、研修会の開催
・他分野同士の連携のコーディネート（例：琴海地区の高齢・障害・子育て分野の交流）
・関係機関や庁内各課との連携

３．地域生活課題の把握、解決に向けた支援
・集いの場でのアンケート調査と出張相談の実施 ⇒ 「買い物アンケート」の実施
・校内居場所カフェ（私立高校でのカフェづくり）

４．事業や相談窓口の周知
・市民への周知（リーフレット・相談機関紹介のパンフレット「こねくと」の配布・HPへの掲載）
・相談機関、専門職への周知（専門職向け事業所紹介パンフレット・事例集「福祉の架け橋」、専門職機関
紙への掲載等）

２. 関係機関とのネットワーク構築、連携強化



（１）の新規相談人数は、平成３０年度は月平均で約５４人。（前年度は約４０人であり、約１４人の増。）
（２）の継続支援回数は、平成３０年度は月平均で約４００回。（前年度は約２５５回であり、約１４５回の増。）

多機関別
H29年度

（4月～3月）
H30年度

（4月～3月） 合 計 H29→H30増減

南多機関 ２９３ ３０５ ５９８ ＋１２

北多機関 ２０７ ３５１ ５５８ ＋１４４

合 計 ５００ ６５６ １，１５６ ＋１５６

多機関別
H29年度

（4月～3月）
H30年度

（4月～3月） 合 計 H29→H30増減

南多機関 １，２６９ １，５８９ ２，８５８ ＋３２０

北多機関 １，７８２ ３，１６４ ４，９４６ ＋１，３８２

合 計 ３，０５１ ４，７５３ ７，８０４ ＋１，７０２

個別相談に対する支援 (平成30年度実績）

新規相談件数(要援護者）

継続支援回数（要援護者世帯）



要援護者の年代別割合

0歳～19歳…20歳～29歳
5%
30歳～39歳

8%

40歳～49歳
14%

50歳～64歳
19%

65歳～74歳
9%

75歳～
17%

不明
15%

単身
12% 夫婦のみ

5%

親と成人の子
42%

親と未成年の子
16%

親と子（成人・未成
年）6%

親と子世代（3世代）
15%

その他
3%

不明
1%

世帯構成員別割合

【平成30年度】

若年層の要援護者
の割合が、前年度
と比較して増加

未成年者を含む世
帯の数が増加



相談経路

・両者とも、地域包括支援センター、行政機関からの相談が最も多く、次いで要援護者本人からの相談
が多い。
・南は医療機関、居宅介護支援事業所からの相談が多い傾向にある。
・北は学校、児童支援機関等からの相談が多い傾向にある。
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新規要援護世帯の相談元件数（重複あり）

（件数）

合計 南：204件 、 北：228件



連携先
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・本市機関、地域包括支援センターに次いで、医療機関や介護事業所との連携が多い。
・障害者相談支援事業所、学校・教育関係とも連携があり、多世代・他分野にわたる課題を抱えた世帯への支援
として、幅広い機関との連携を行っている。
・生活困窮に至る債務などの問題を抱えた世帯も多く、弁護士・司法書士との連携も多い。

（件数）

本市機関 合計：769件

n=3,506
継続要援護世帯を支援した際の連携先件数（重複あり）



相談内容

相談分野
（平成29年度）

相談分野
（平成30年度）

１位 高齢・障害
（16.72％）

高齢・障害
（18.03％）

２位 障害のみ
（11.14％）

障害・生活困窮
（15.22％）

３位
高齢・障害・
生活困窮
（10.56％）

障害のみ
（12.65％）

支援期間など

前年度以前からの
継続ケース数

（南）36家族

（北）41家族

最長支援期間 （南）2年3ヶ月

（北）2年5ヶ月
前年度以前からの
継続ケースの課題
数（平均）

（南）5.83課題

（北）6.24課題

全ケースの課題数
（平均）

（南）5.68課題

（北）6.59課題





関係機関とのネットワーク構築・連携構築 1

きっかけは、琴海地区での
【相談支援包括化推進会議】

【障害事業所連絡会】の設置

①琴海地区の障害者就労支援事業所での「認知症サポーター養成講座」の実施

②障害者就労支援事業所と琴海地区の学童保育との協働体験

講座の様子

寸劇に、受講者が参加

（障害のある方々が初めて
認知症についての学習を受ける）

高齢×障害

学習会（障害について） 液体せっけん作り どんぐり祭りでの協働販売

障害×子育て



「相談支援包括化推進会議」の実施

主催 参加 合計 参加者

南 53 53 106 1,799人
北 78 66 144 1,931人
合計 131 119 250 3,730人

○要援護者に対して必要な相談支援が円滑に提供されるよう、各相談支援機関等の関係者間で意見交換を行うための会議。
・ 各相談支援機関の業務内容の共通理解
・ 各相談支援機関同士の具体的な連携方法（ネットワークづくり）
・ 地域住民が抱える生活課題や福祉ニーズの把握
・ 地域に不足する社会資源創出の手法
・ 多機関型地域包括支援センターが支援するケースの実績検証

このうち、南・北で各4回、
ネットワークづくりのための
中規模・大規模な会議を開
催。
（下記のものが代表例）

【目的】長崎市内南部地区における地域課題の解決策について
意見交換し解決策を考える

・平成30年6月20日、11月20日の2回開催。
・南総合事務所所管地区の地域包括支援センター（深
堀・香焼、土井首、南部）との共催。

【参加者】高齢、障害、児童、医療、教育、生活困窮等の各専
門機・行政 （約120名参加）

【目的】三重地区の社会資源の把握とリスト・マップ化
地域の課題を共有すること、一人ぼっちにしない地
域づくりのために

・平成30年9月19日、平成31年1月22日に開催。
・三重・外海地域包括支援センターと協力して開催。

【参加者】地域住民（自治会長、民生委員・児童委員）や医
療、介護の専門職 （約80名参加）

南多機関型地域包括支援センターによる会議 北多機関型地域包括支援センターによる会議

開
催
状
況

（H30年4月～H31年3月）

関係機関とのネットワーク構築・連携構築 ２



関係機関とのネットワーク構築・連携構築 ３

①多機関、生困、ゆめおす合同研修会
下記の3機関合同で、研修会を開催（複合的な課題を抱える世帯の支援について）

◆多機関型地域包括支援センター
◆長崎市生活支援相談センター（経済的困窮に伴う様々な困りごと相談：生活困窮者自立支援法）
◆長崎県子ども・若者総合相談センター ゆめおす（子ども・若者の総合相談：子ども・若者育成推進法）

②定時制・通信制高校等合同学校説明会
・不登校、中途退学などにより、進路に悩んでいる中学生と
その保護者を対象に、ＮＰＯ法人心澄が主催。

・多機関型地域包括支援センターも、生活支援相談センター、
ゆめおす等と合同で出張相談ブースを設置し、相談対応を行う。

③庁内各課との連携
・庁内関係課会議の実施(13部の21課で協議）

庁内での事業周知が進んだことにより、行政機関からの相談件数が大きく増えている。
（平成29年度：32件 ⇒ 平成30年度：95件）

・市職員の自主グループ「手つなぎプロジェクト」に講師として参加
税の窓口で福祉に関連する課題を抱える世帯の支援方法について検討。



地域生活課題の把握・解決に向けた支援



居場所カフェ 会場の様子

H30年度 先進地である大阪府立高校の居場所カフェ（通称：となりカフェ）を視察

個別支援

高等学校の空き
教室等を利用。
軽食や飲み物を

提供

月2回実施

退学予防

社会的・職業的自立
社会的孤立

制度の切れ目

高等学校（コースにより、登校日が週5日、週2日、
月2回など様々なライフスタイルの生徒がいる）に
て、孤立しがちな生徒や退学リスクが高い生徒等を
対象にしたカフェ（オープンスペース）を定期的に
開設

本人と出会い、そして家族と出会い、世帯全体の支援へ



市民向けパンフレット・リーフレット配布

配布先： 地域センターなど
(市民の相談窓口）
1000部作成

多世代に渡
る約60箇
所の相談窓
口を掲載

パンフレット

リーフレット



・ライフステージにおける様々な悩み
妊娠・子育ての悩み、不登校・ひきこもりの悩み、非行の悩み、
就労の悩み、男女間・ＤＶの悩み・ひとり親の悩み、仕事や社
会参加の悩み、高齢者の介護や生活の悩み

・障害を持っている方の悩み

・全ての年齢での悩み

「福祉の架け橋」 事業所紹介パンフレット・事例集による周知

相談機関マップ

相談機関紹介

多機関型地域包括支援センターの概要

事例集

専門職向けライフステージマップ



事例集より

8050問題

ダブルケア

障害・孤立

生活の困窮

困り感がない、支援拒否

アルコール依存



紙芝居やDVDを使った事業の紹介
タキさん
（80）

カンタさん
（50）

カ
ン
タ
さ
ん
は
無
事
に
就
職
で

き、
生
活
が
安
定
！

タ
キ
さ
ん
は
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
に
！

事業を紹介する
ときは、イラス
トや紙芝居を
使って分かりや

すく！



地域包括支援センターなど

障害相談支援事業所など

生活支援相談センターなど

子育て支援機関など

多機関型地域包括支援センター

地域共生社会
誰もが自分らしく安心して暮らせる地域を共に創る

●相談窓口のネットワークをつくり
●誰もが「我が事」として感じ

●人と人 人と資源がつながりあい



多機関型地域包括支援センター
みんなの「生きる」を応援します

人と人 人と資源がつながり



多機関型地域包括支援センター設置後の変化





ご清聴ありがとうございました


